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輸入取引について

海外の会社と輸入契約を締結する場合、契約時に決めておくことは何です
か。契約書で取り決めるべき主な項目を教えて下さい。

Ｑ❷

Ａ❷ 貿易取引契約における主要な項目とは、基本的なものについては国内の売買取引と同じ
ですが、当然、貿易特有の契約条件が含まれています。以下は、貿易取引契約時に記載す
る主な項目です。「輸入契約書の例」の該当箇所をご参照下さい。

１．売主名および買主名………❶
売主は Seller、買主は Buyer といいます。

２．品名、品質・仕様……❷
品名の他に、品質・仕様を確認する方法を記載します。主な確認方法としては、見本を示す方法や

具体的な説明によって示す方法があります。
また、品名の表示は契約書では詳細に記載し、Ｌ／Ｃ上の表現は簡潔に記載するのが望ましいとさ

れています。

３．数量、単位……❸
数量単位記号で表記します。個数による単位なのか、重量・容積・長さ・包装などによる単位なの

か、輸出入者が共通の理解に基づいて交渉を進める必要があります。

４．単価、使用通貨、金額……❹
単価と価格を表記します。
使用通貨は、輸入取引については米ドル建が多くなっていますが、ヨーロッパ諸国から輸入の場合

は、ユーロ建もしくはその国の通貨を使用することがあります。

５．貿易条件（建値条件）……❺
貿易条件は、売主の費用負担の範囲と貨物の危険負担の範囲を意味し、貿易取引を行う者にとって、

知識として欠かすことのできない重要なものといえます。特に、押さえておくべき貿易条件は以下の
３つです。

⑴ ＦＯＢ（Free on Board）＋ 指定船積港
本船渡しのことで、船積港において本船上に約定した商品を積み込むまでの費用（運賃と保険料）

は輸入者の負担

⑵ ＣＦＲ（Cost and Freight）＋ 指定仕向港
運賃込み値段のことで、保険料は輸入者の負担

⑶ ＣＩＦ（Cost，Insurance and Freight）＋ 指定仕向港
運賃、保険料込みの値段
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貿易実務に慣れていない場合、この貿易条件と地名の表現の関係がわかりにくいかも知れません。
ＦＯＢの場合は、ＦＯＢの文字の後に指定船積港がつき、ＣＦＲとＣＩＦの場合には、後に指定仕向
港がつきます。つまり、それらの地名の地点まで輸出者が運賃（ＣＩＦの場合は保険料も）を、前払
いして負担するという表現となっています。
なお、貿易条件の表現については、ＦＯＢとかＣＩＦだけのものも見受けられますが、契約上の誤

解を生じないためにも、運送手段と費用負担の地名まで記載することが大切です。

６．運送手段…… ❻
船舶によるか、航空機によるか等を契約します。途中まで船で、その後航空機で輸送するなど、運

送手段をコンバイン（組合せ）した複合運送契約もあります。

７．出荷時期……❼
通常、船積港での船積みや航空会社への持込期限をいいます。契約商品を 1回で出荷する（Shipment

in one lot）場合と、分割出荷（Partial Ship‑

mentsあるいは Installment Shipments）
を認める場合とがありますが、分割出荷
を認める場合には、いつ、どのような割合
で出荷をするのかについて契約しておく
必要があります。

８．船積地および仕向地……❽
輸入貨物の積出港（空港）および荷揚港

（空港）を指定します。

９．梱包……❾
梱包の方法、材料等を指定します。梱包

は、品目や輸送経路、手段等について、輸
送途上に貨物がどのような状況におかれ
るかを十分に考慮する必要があります。

10．荷印（SHIPPING MARKS）……❿
荷印は、船会社など貨物の運送、保管等

に関わる業者が適切に貨物を取扱うこと
ができるように、メインマーク、ポートマ
ーク、ケースナンバー、原産地を梱包上等
に表示するものですが、必要に応じて荷
扱い注意マークや危険品のマーク等も表
示します。

11．支払条件……⓭
主な支払条件の事例は以下のとおりで

す。

【輸入契約書の例】

❶
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⑴ 前払送金＝ advance payment by remittance

⑵ 取消不能信用状一覧払い＝ irrevocable Letter of Credit at sight

⑶ 荷為替手形一覧払い＝ D／P at sight

⑷ 船積後 90日引受渡し＝ D／A at 90 days after shipment

これらの支払条件は、売主、買主いずれにとっても大変重要な契約条項です。

12．保険条件……⓮
付保実行者と保険金額・保険条件などを記入します。（ＣＩＦの場合には輸出者が付保します。）

13．その他
その他に、検査（⓫）、特殊な条項・条件（⓬）等を契約するケースもあります。
また、通常、契約書の裏面には、表面記載の契約事項を補完する一般取引条件が記載されます。
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